
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

  



 

は じ め に 

 前回、第 4 期福生市障害福祉計画を策定してから 3 年がたちま

すが、その間、障害者（児）を取り巻く法制度は大きく変化をして

おり、平成 28 年 4 月には、障害の有無によって分け隔てられるこ

となく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現

に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が施行されると

ともに、「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」の改正が行われまし

た。また、平成 28 年５月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（障害者総合支援法）」と「児童福祉法」の改正が成立するなど、わずか 3 年ですが

大きな動きがありました。 

この度、国や東京都の動向を踏まえ、平成 30 年度から平成 32 年度までを対象期間と

する「福生市障害者計画・第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画」を策定いたしま

した。本計画は、前計画を踏襲した形で策定しておりますが、児童福祉法の改正を受け、

従前より展開しておりました障害児に対する取組を拡充させ、障害児福祉計画として新た

に加えて一体的に策定いたしました。 

「安心・健やかに暮らせる 人にやさしい ノーマライゼーション社会の実現」を基本理

念に掲げ、目標である「障害のある人が元気に安心して暮らせるまちづくり」、「子どもの

健やかな発育・発達を支援するまちづくり」、「地域の理解のもと障害のある人もいきいき

と参加しているまちづくり」、「障害のある人の地域生活の基盤づくり」を実現するため、

障害者（児）に関する取組をより一層強化・充実させ、効果的かつ効率的に進めてまいり

ます。 

本計画の推進には、市民の皆様をはじめ、障害当事者を支援するボランティア、事業所、

教育機関等、関係者の皆様と行政が、ともに協力し合い障害福祉の取組を着実に進めてい

くことが重要だと考えております。 

結びに、本計画の策定に当たり貴重な御意見、御提言をいただきました「福生市地域福

祉推進委員会」、「福生市地域自立支援協議会」委員の皆様をはじめ、策定の前段として実

施しました、障害者生活実態調査に御協力をいただきました市民の皆様、また、関係者の

方々に、心から感謝を申し上げます。 

 

平成 30 年 3 月 

 

福生市長 加 藤 育 男 
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